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序章 基本計画の見直しにあたって

１ 見直しの目的 

基本計画の見直しについて、基本構想の第 2 章「第 5 次生駒市総合計画の構成と期間」
では、「今後の社会環境の変化に対応していくため、計画は 5 年間とし、中間見直しを行
った上で後期計画を策定することとします。」としています。

また、見直し前の基本計画の小分野１-(４)-①「行政経営」では、行政の役割分担として、
「市民ニーズに基づき、効率的な行政運営を行う」、「総合計画の適切な進行管理を図る」

とあり、行政の今後 5 年間の主な取組として、「総合計画の進行管理について市民が参加
できる仕組みを構築します。」、「市民や利用者のニーズに即した行政サービスを提供するた

め、定期的に満足度調査を実施します。」としています。平成 22 年度と平成 24 年度に実
施しました市民満足度調査結果から前期基本計画の各指標の動向や目指す姿の実現状況を

把握し、市民が参加する生駒市総合計画審議会（生駒市総合計画推進市民委員会・生駒市

総合計画推進懇話会）において計画の進捗状況を検証、分析することで、計画の進行管理

を行ってきました。

これらを踏まえ、平成 26 年度を見直し年次とする基本計画について、第 5 次総合計画
の着実な推進を図るため、社会情勢等の変化や政策・施策成果の評価検証を踏まえた見直

しを行いました。

２ 見直しの範囲・期間 

第 5次総合計画は、まちづくりを行う指針として、まちづくりの基本理念や将来都市像、
その実現に向けた施策の大綱を定めた「基本構想」と、基本構想で定めたまちづくりの理

念と将来都市像を実現するため、市民・事業者・行政の役割分担や各分野で取り組むべき

施策を体系的かつ具体的に示す「基本計画」で構成しています。

今回の見直しは、このうち基本計画について行うもので、見直し後の計画期間は、計画

の実効性を高めるため、市長任期に合わせて平成 26 年度から平成 29 年度までの 4 年間
とします。

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

基本構想

【10 年】 

基本計画

【5→4 年】

基本構想 

前期基本計画 後期基本計画 

前期基本計画を見直し、 

今回新たに策定する計画 



- 5 - 

３ 見直しの基本方針 

（１）進行管理のできる計画 

見直しにあたっては、前期基本計画の検証結果を踏まえ、基本計画の実現性をさらに高

めるために、策定後の進行管理を適切に行うことのできる計画にブラッシュアップするこ

とを最優先とします。目指す姿と指標や取組等の各項目との対応や関係を明確にすること

や定期的に把握可能な指標の入替えなど、進行管理する上で必要な見直しを行います。

なお、計画の構成やレイアウト等の基本的なフレームワークは、前期基本計画のフレー

ムワークを踏襲します。

第４次総合計画 第５次総合計画
＜前期基本計画＞

第５次総合計画
＜後期基本計画＞

策定型 実行型 進行管理型移行 改良

（２）施策の重点化 

基本構想に掲げた将来都市像「市民が創る ぬくもりと活力あふれるまち・生駒」の実

現に向けた取組の強化を基本計画見直しの基本方針とします。

このため、将来都市像の実現に向けた、戦略的アプローチを『持続可能なまちづくり（サ

スティナブル都市）への取組』と定め、社会、環境、経済の 3 つの側面（トリプルボトム
ライン）がバランスよく発展のとれたサスティナブル都市を目指して、平成 29 年度まで
の 4 年間で取り組む施策の重点化や事業の選定等に反映します。

限られた財源で効率的かつ効果的な行政運営を図るために「選択と集中」を明確にする

とともに、基本計画の実効性をさらに高めるために、「基本構想」に掲げた 25 の施策の大
綱のうち、「社会安定」「環境保全」「経済的豊かさ」のトリプルボトムライン強化の観点か

ら次の 7 つを重点施策として設定し、うち 9 つを重点分野として設定しました。
＜重点施策・重点分野＞ 

ﾄﾘﾌﾟﾙﾎﾞﾄﾑﾗｲﾝ 重点施策 重点分野 

社会安定 

1-(1) まちづくりにおける市民の参画と協働 ① 市民協働 

2-(1) 子育て支援の充実 ② 保育サービス・③ 子育て支援

2-(2) 学校教育の充実 ② 学校教育 

4-(1) 地域で助け合い、支え合う仕組みの整備 ① 地域福祉活動 

4-(3) 医療サービスの充実 ① 医療 

環境保全 3-(3) 環境配慮社会の構築 ① ３Ｒ・② 環境保全活動 

経済的豊かさ 1-(4) 健全で効率的な行財政運営の推進 ④ 職員・行政組織 

＜戦略的アプローチ＞ 

 持続可能なまちづくり（サスティナブル都市）への取組  
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重点施策、重点分野の設定にあたっては、市長マニフェストや市民満足度調査における

市民ニーズ、総合計画審議会での検証による前期基本計画の進捗状況等を踏まえて、設定

しています。

４ 見直しの背景 

（１）社会情勢の変化への対応 

①雇用・経済情勢や震災などの影響

わが国の景気や雇用環境と取り巻く状況は、長引くデフレ状況の中で、政権交代に

伴って実施された「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長

戦略」を内容とする「三本の矢」と呼ばれる一体的な経済政策の効果が表れ、景気に

ついては、消費等の内需を中心として回復の動きが広がり、実質 GDP も 4 四半期連
続でプラス成長となるとともに、雇用環境についても、有効求人倍率が約 6 年ぶりに
１倍を回復しています。また、長く続いていたデフレ状況については、平成 25 年 12
月の内閣府の月例経済報告において約 4 年ぶりにその表現が削除されています。加え
て、就業率や物価の上昇がみられるとともに、日本銀行が平成 26 年 1 月に発表した
地域経済報告でも、全国 9 つの全ての地域での景気判断に回復の表現がされるなど、
景気回復に向けての明るい兆しが見えており、日本経済は力強さを取り戻しつつあり

ます。

しかしながら、海外景気の下振れが引き続きわが国の景気を下押しするリスクとさ

れていることや、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動が見られること、平成 25
年度には出生数が過去最少となり人口減少に歯止めがかからないこと、社会保障費の

増加が予想されることなど、将来における経済情勢を不透明化する要因もあります。

また、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災は、未曾有の災害として今もなおわ
が国に大きな傷跡を残しており、近い将来、東南海地震の発生も予測されることなど

から、震災を始めとする自然災害に対する安全対策やインフラの老朽化対策などは各

自治体の喫緊の課題となっています。

このように、第 5 次総合計画策定時の社会情勢から大きな変化が見られることを踏
まえ、特に本市にとって影響が大きい事項については基本計画全体への影響を考慮す

るとともに、各分野についても社会制度や社会情勢についての変化を分析したうえで、

必要に応じた見直しを行いました。

②将来人口推計の変化による影響

全国では人口減少が進む中、本市の人口は、第 5 次総合計画策定時に設定した目標
年次である平成 30 年における「概ね 121,000 人」に既に平成 24 年の時点で到達し、
その後も引き続いて人口が増加傾向にあることから、実績値の検証をもとに将来人口

フレームを見直しました。見直しにあたっては、本市の立地環境や過去の人口移動傾

向、今後の開発計画等を踏まえて、コーホート要因法により推計を行いました。
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（２）前期基本計画の進捗状況の検証 

①目指す姿の進捗度・指標の達成度

各小分野ごとに設定している目指す姿の進捗度や指標の動向を把握し、施策の進捗

状況、課題などを検証しました。

②市民満足度調査の結果

各分野の取組の成果や進捗状況について市民満足度調査を通じて得られた重要度

や満足度、目指す姿の進捗度などの市民実感から分析し、各分野の進捗状況の評価及

び政策・施策の今後の方向性を検討するための参考としました。

＜領域Ａ＞維 持 分 野：進捗実感度は高く、重要度が低いため、今後場合によっては他の項目へ優先順位

をシフトしていくことを検討する必要がある項目 

＜領域Ｂ＞重 点 維持分 野：重要度も進捗実感度も高いため、継続して充実する必要がある項目 

＜領域Ｃ＞改 善 分 野：進捗実感度が低いものの重要度も低いため、ほかの項目の優先順位を勘案しなが

ら、進捗実感度を向上していくべき項目 

＜領域Ｄ＞重 点 改善分 野：重要度が高いにも関わらず、進捗の実感度が低く、優先して充実が求められる項目 

目指す姿の進捗度（点）

49

57

52

41

52

44

51

4846

35

市民が主役となってつくる、

参画と協働のまち

子育てしやすく、

だれもが成長できるまち

環境にやさしく、自然と都市機

能が調和した、住みやすいまち

いつでも安全、いつまでも

安心して暮らせるまち

地域の自然と知恵を活かし、

にぎわいと活力のあるまち

H24調査

H22調査

指標の達成度（％）

70

72

63

39

57

57

50

5351

42

市民が主役となってつくる、

参画と協働のまち

子育てしやすく、

だれもが成長できるまち

環境にやさしく、自然と都市機

能が調和した、住みやすいまち

いつでも安全、いつまでも

安心して暮らせるまち

地域の自然と知恵を活かし、

にぎわいと活力のあるまち

H24

H23

子育て支援

学校教育
生活環境

医療市民協働

地域活動

人権

行財政運営

生涯学習

文化･ｽﾎﾟｰﾂ活動

土地利用

交通ﾈｯﾄﾜｰｸ

環境配慮社会

緑・水環境

地域福祉

健康

高齢者支援
障がい者支援

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

地域防災

生活安全
学研都市 農業

商業・工業

観光

平均

20

30

40

50

60

70

50 60 70 80 90

高

高低

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

目
指
す
姿
の
進
捗
実
感
度

施策重要度

まちづくりの目標
○　１．市民が主役となってつくる、参画と協働のまち
●　２．子育てしやすく、だれもが成長できるまち
◆　３．環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち
▲　４．いつでも安全、いつまでも安心して暮らせるまち
■　５．地域の資源と知恵を活かし、にぎわいと活力あるまち

施策の重要度と目指す姿の進捗実感度
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③総合計画審議会での検証結果の反映

政策・施策成果の評価検証に当たっては、これらの目指す姿の進捗度や指標等をも

とに、総合計画審議会で総合的な評価を行ったうえで、施策の内容等の見直しに反映

しました。また、指標の目指す値の見直しや指標そのものの見直しについては、検証

結果を踏まえ必要に応じて見直しを行いました。

５ 見直しの基礎条件 

（１）将来推計人口と世帯数の推移 

生駒市は、平成 24 年 10 月 1 日現在で、市全体人口 121,105 人、47,766 世帯となっ
ており、いまだ増加傾向を示しています。人口減少時代の社会潮流の中で、継続して人

口増加を続けており、今後 5 年間も大規模開発が予定され、大阪大都市圏のベッドタウ
ンとしての発展が続いています。

人口フレームを見直したところ、平成 30 年まで人口増加となりますが、それ以降は
自然減少が社会増加を上回り、平成 30 年の 123,816 人をピークに人口減少に転じ、そ
の後平成 44年まで減少が続きます。見直し後の人口フレームでは、平成 30年の人口は、
見直し前の 121,441 人よりも約 2,400 人多くなっています。また、世帯数についても今
後さらに核家族化や世帯分離の傾向が加速すると見込まれることから、平成 30 年には
基本構想の設定数よりも約 5,500 世帯多い 51,551 世帯と予想しています。

定住意向
どちらともいえない

4%
市外へ移りたい

4%

無回答

1%

市内のどこか他の

ところへ移りたい

5%

現在のところにずっ

と住みつづけたい

62%

当分の間は住みつ

づけたい

24%

総合的な住みやすさの満足度

やや不満

7%

普通

27%

不満

2%

やや満足

34%

満足

22%

非常に満足

4%

無回答

3%

非常に不満

1%

前期基本計画の進捗度（最終評価）

2.5

2.5

2.22.7

2.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0
１　市民が主役となってつくる、参画と協働のまち

２　子育てしやすく、だれもが成長できるまち

３　環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち４　いつでも安全、いつまでも安心して暮らせるまち

５　地域の資源と知恵を活かし、にぎわいと活力のあるまち

H24

H22
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また、年齢別人口構成においても、老齢人口比率は平成 30 年に 26.9％とさらに増加
し、年少人口比率は 14.5％で増減はないものの、生産年齢人口比率は 58.7％と基本構想
の設定値よりさらに減少するなど、高齢化がさらに進むことが予想されます。

この人口フレームと現総合計画の設定人口を比べると、計画の策定後約 3 年が経過し
た段階において、計画の設定人口と世帯数を実績値がすでに上回っており、今後の分野

別行政計画におけるフレームの設定において支障をきたす恐れがありました。

したがって、総合計画基本計画の見直しにおける将来人口（平成 29 年）の設定にあ
たっては、新たに設定した人口フレームを後期基本計画の推計人口の設定値（平成 29
年に 123,750 人）とし、基本計画を策定しました。

人口推計（H24-H44）

121,105

121,631

122,313

123,013

123,491 123,398
123,100

122,730
122,296

121,802

121,243

120,634

119,988

119,305

118,593

117,847

117,074

123,750 123,816 123,753 123,621

112,000

114,000

116,000

118,000

120,000

122,000

124,000

126,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44

人

年齢3区分別人口推計（H25-H44）

18,090 17,717 17,075 16,153 15,062 13,896 12,977 12,253

76,353 74,410 73,426 72,660 71,972 71,484 71,211 70,957 70,288

26,691 28,232 29,763 30,970 31,854 32,654 33,256 33,739 34,200 34,657 34,958 35,197 35,439 35,686 35,844 36,049 36,492 36,829

11,97112,59213,41414,44315,64616,65917,44817,90018,21118,22918,13918,10918,061

69,229 67,84768,76569,83670,68971,05571,38071,66672,29773,00673,81375,290

37,256
36,77236,286

14.9% 14.9% 14.8% 14.8% 14.7% 14.6% 14.5% 14.3% 14.1% 13.8% 13.5% 13.2% 12.8% 12.4% 11.9% 11.5% 11.2% 10.9% 10.6% 10.4% 10.2%
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（２）財政の見通し 

①一般財源の収支 

今後 5 ヶ年の財政状況の見通しを明らかにするため、中期財政計画を毎年度策定して
います。平成 25 年度中期財政計画（平成 26 年度～平成 30 年度）の試算では、市税や
地方譲与税等の一般財源は増加傾向にあるものの、経常的な歳出は歳入のそれを上回っ

て増加する傾向にあり、投資的経費等に充当できる一般財源は、徐々に減額していくと

見込んでいます。 

 一般財源収支及び投資的経費等充当一般財源の見込み  (単位:百万円)

Ｈ25(参考） Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 

歳入 26,106 24,834 24,872 24,977 25,215 25,260

経常的な歳入 22,445 22,460 22,671 22,722 22,949 23,036

臨時的な歳入 3,661 2,374 2,201 2,255 2,266 2,224

歳出 23,257 22,615 22,867 23,692 24,035 24,333

経常的な歳出 19,956 20,268 20,509 21,326 21,668 21,964

臨時的な歳出 3,301 2,347 2,358 2,366 2,367 2,369

投資的経費等に充
当できる一般財源 
（歳入－歳出） 

2,849 2,219 2,005 1,285 1,180 927

＊H25 は 11 月時点の計画額です。 
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②経常的な歳入 

経常的な歳入のうち市税については、内閣府の試算（「中長期の経済財政に関する試

算」（参考ケース）平成 25 年 8 月）を踏まえ、今後緩やかな経済成長に推移するとして
試算した個人市民税や法人市民税の増収等により、市税全体としては増加傾向となって

います。また、平成 26 年 4 月及び平成 27 年 10 月の消費税率の改定により地方消費税
交付金が増加することから、経常的な歳入全体では増加傾向になると見込んでいます。

 経常的な歳入                    (単位:百万円)

Ｈ25(参考） Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 

市税  15,353 15,393 15,647 15,957 16,087 15,956

個人市民税 8,386 8,339 8,714 8,975 9,065 9,156

法人市民税 600 608 719 741 748 755

固定資産税 5,777 5,860 5,640 5,679 5,723 5,505

軽自動車税 102 104 106 108 111 113

市たばこ税 488 482 468 454 440 427

特別土地保有税 0 0 0 0 0 0

地方譲与税等＊ 1,320 1,499 1,940 2,433 2,432 2,432

地方特例交付金 95 92 92 92 92 92

普通交付税 3,303 2,857 2,668 2,139 2,237 2,455

使用料・手数料 32 35 36 37 37 37

その他の収入 64 64 64 64 64 64

臨時財政対策債等 2,278 2,520 2,224 2,000 2,000 2,000

計 22,445 22,460 22,671 22,722 22,949 23,036

対前年度伸び率 - 100.1% 100.9% 100.2% 101.0% 100.4%

＊地方譲与税等には、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、

ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金を含んでいます。 

＊H25 は 11 月時点の計画額です。
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③経常的な歳出 

経常的な歳出のうち義務的経費については、行政改革大綱の推進により職員数の削減

に伴って人件費が減少するものの、毎年度約 3％の社会保障費の伸び等を勘案すると、
人件費の減少分を上回る扶助費の増加が見込まれることから、義務的経費全体では増加

すると見込んでいます。 

また、その他の経費でも、病院事業会計への負担金が平成 28 年度から本格的に始ま
ることから補助金等が増加するとともに、介護保険特別会計や後期高齢者医療特別会計

への繰出金も増加することから、経常的な歳出全体では増加傾向となります。 

 経常的な歳出 (単位:百万円)

Ｈ25(参考） Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 

義務的経費 12,380 12,330 12,136 12,496 12,468 12,680

人件費 6,592 6,761 6,608 6,840 6,496 6,544

退職金 432 528 576 840 672 744

扶助費 2,284 2,498 2,666 2,764 2,865 2,921

公債費 3,504 3,071 2,862 2,892 3,107 3,215

その他の経費  7,576 7,938 8,373 8,830 9,200 9,284

物件費 4,148 4,378 4,540 4,709 4,732 4,755

維持補修費 237 252 260 268 268 268

補助費等 768 796 875 1,001 1,251 1,262

繰出金 2,423 2,512 2,698 2,852 2,949 2,999

計 19,956 20,268 20,509 21,326 21,668 21,964

対前年度伸び率 - 101.6% 101.2% 104.0% 101.6% 101.4%

＊H25 は 11 月時点の計画額です。

④経常収支比率 

次に財政指標をみると、財政の弾力性を判断する経常収支比率では、平成 25 年度ま
で改善傾向にありましたが、平成 26 年度以降は収入が増えるものの、それ以上に介護
や医療などの社会保障費の増加が見込まれることから、比率は上昇していく傾向にあり

ます。特に平成 28 年度以降は一般会計から病院事業会計への負担金の影響から比率の
悪化が見込まれます。 
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＊H21～H24 は実績値、H25～H30 は計画値です。 

⑤実質公債費比率 

収入に対して借金の返済額がどの程度の割合かを測る実施公債費比率については、平

成 28 年度までは改善傾向にありますが、平成 29 年度以降は、病院事業会計の病院事業
債の償還金が増えることから、毎年度 1.0 ポイント程度の上昇（悪化）が見込まれます。 

実質公債費比率の推移
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＊H21～H24 は実績値、H25～H30 は計画値です。 

⑥市債残高の推移 

市債残高については、ここ数年建設事業費に係る市債の借入が減ってきていることや

支払利子総額の縮減のため繰上償還を積極的に行っていることなどから、減少傾向にあ

ります。ただし、平成 26、27 年度においては投資的経費の増大に伴う市債借入れの増

加が見込まれることから一時的に増加し、その後減少すると見込んでいます。 

経常収支比率の推移
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＊市債残高は普通会計ベースであり、下水道事業、病院事業等を含みません。 

＊H21～H24 は実績値、H25～H30 は計画値です。 

６ 総合計画の役割と位置付け 

（１）策定の目的 

総合計画については、法的な策定義務が廃止されたものの、生駒市の将来のあり方を

展望し、市民にまちづくりの中長期的なビジョンを示すとともに、総合的かつ計画的な

行政運営の指針を示すため、今後もまちづくりの基本指針として必要であると考えるこ

とから、引き続き策定することとします。

（２）計画の役割と位置付け 

従来は、計画体系の中で基本構想と基本計画の役割が明確ではありませんでしたが、

次期総合計画からは、計画体系を整理し、基本構想を「生駒市のビジョン」、基本計画

を「行政運営のプラン」と位置付け、それぞれの計画の役割を明確化します。

①基本構想

基本構想は、地域を構成する市民、事業者、行政等全ての主体が共有する生駒市の

まちの将来ビジョンを描くとともに、その将来ビジョンを実現するためのまちづくり

の指針となるもので、地方公共団体が実現を目指す構想と位置付けます。そのことか

ら、基本構想は、長期的な将来ビジョンとして、4 年ごとの市長改選の影響を受けな
いものとします。

②基本計画

基本計画は、市長が任期の期間内において、基本構想に描かれた将来ビジョンを実

現するために、行政分野ごとに目標とする目指す姿や行政が重点的に取り組む施策を

示したもので、自治体経営を進める上で指針となる行政の取組計画と位置付けます。

市債残高と積立基金残高の推移
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総合計画 位置付け 役割 

基本構想 
生駒市のビジョン 

（地方公共団体が目指す構想） 

市民、事業者、行政が協働してまちづくりを行う指針と

なるもの 

基本計画 
行政運営のプラン 

（行政が取り組む計画） 

市長が任期中に基本構想で目指すまちづくりを進める

ために、分野ごとに目標とするまちの姿や行政が重点

的に取り組む施策を示したもの 

７ 総合計画の構成と計画期間 

（１）総合計画の構成 

平成 26 年度以降の第 5 次総合計画は、急激に変化する社会経済状況に迅速かつ柔軟
に対応できるよう、従来の 3 層構成から 2 層構成に簡素化します。 

 総合計画の新たな構成  

構成を見直す主な理由は以下のとおりです。

①生駒市におけるまちづくりの最高規範である自治基本条例第 19条第 1項において、
「基本構想及びそれに基づく基本計画を総合計画という。」と定義されていること。

②実施計画については、従来から一定の事業費以上の事務事業に限定して策定してき

た計画であり、全分野をカバーする総合計画の最下層を構成する計画とはなってい

ない現状（28 分野／51 分野）にあったこと。

③基本計画の計画期間を後述のとおり 5年から 4年に短縮するにより実施計画の計画
期間（3 年）と大部分が重複すること。

④社会経済状況の急激な変化に即応するため、より適宜適切なタイミングで事業を企

画立案し、予算編成プロセスを簡素化し、実施に向けてスピーディに着手すること

で、事業実施までのコスト縮小（毎年度ローリング方式での策定に係る業務負担や

時間的コスト）と事業成果を効果的に発揮できるよう、実施計画を廃止することと

する。

⑤従来、分野別計画（都市計画マスタープランやハートフルプラン等）については、

3 層の総合計画との関係性について明確でなかったが、実施計画の策定を取り止め
ることによって、自治基本条例第 19 条第 2 項に規定するとおり、基本計画に即し
て分野別計画を策定するようになり、分野別計画と基本計画の関係性を明確にする

ことができる。

体系の整理

↓
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なお、この構成の変更に伴い、これまで事業実施の可否を判断するために予算査定

の前裁きとして機能してきた実施計画がなくなるため、代替の制度として、新規事業

等について実施の可否を判断する行政内部の仕組みを新たに作って対応することとし

ます。

（２）計画期間 

①基本構想 

基本構想は、その役割を「生駒市のビジョン」と位置付けたことから、市長改選に

よる計画の変更は生じにくいものとなり、長期に目指すまちづくりの方向性を示す普

遍的な計画と位置付けられることから、計画期間については従来よりも長期に設定す

る（10 年以上）など、次期構想の策定時に再検討することとします。

②基本計画

基本計画は、その役割を「行政運営のプラン」と位置付けたことから、市長が掲げ

たマニフェストを計画に反映させることで、計画の実効性を高めるために、計画期間

（行政サイクル）を市長任期（政治サイクル）に一致させて 4 年毎とします。

総合計画 計画期間 次期計画の期間 

基本計画 4 年 後期基本計画 ：平成 26 年度～平成 29 年度 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H27 H28 H29 H31 H32 H33 H35 H36 H37 H39 H40 H41 H43 H44 H45 H47 H48 H49

市
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市
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２
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市
長
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２
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市
長
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２
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市
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２
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市
長
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選
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市
長
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２
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市
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選

総合計画の計画期間と市長任期の連動
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第
４
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５
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 前期基本計画
  　（5年）

基本構想
（10年）

後期基本計画
（4年）

第4期基本計画
（4年）

第5期基本計画
（4年）
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６
次

第1期基本計画
（4年）

第2期基本計画
（4年）

第3期基本計画
（4年）
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（10年以上の長期間を想定）

市長任期市長任期市長任期 市長任期 市長任期 市長任期 市長任期
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策定

策定

策定

策定
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検証

検証

検証

検証

検証
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検証
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８ 後期基本計画の構成と進行管理 

（１）基本計画の構成 

後期基本計画の策定に当たっては、前期基本計画を基本的に踏襲したスタイルとしま

す。

ただし、これまで平成 22、23、24 年度の 3 年間進行管理を行った結果、「目指す姿」
と「指標」の連動が不明確であったり、「役割分担」と「行政の取組」の対応が不完全

であったりするなど、構成要素の互いの連動や関係性の整理が必要なことが分かりまし

た。また、基本構想とともに基本計画についても議会の議決対象となったことから、項

目を整理し、議決対象となる項目を明確にする必要が出てきました。

これらを踏まえ、市民により分かりやすい計画とするため、「目指す姿」「役割分担」

「行政の取組」の 3 項目に絞ったシンプルな構成とします。
「目指す姿」については、アンケート調査の設問事項において、その実現度合いを測

ることを前提として、4 年後の計画目標年度に実現を目指すまちの姿を「4 年後のまち」
として具体的に分かりやすく示すこととします。

また、「役割分担」については、行政だけがまちづくりの主体ではなく市民、地域、

事業者も協働してまちづくりに参画する役割があることを周知する意味で意義がある

こと、また、市民 1 人からでも参画できることを示す必要があることから、「市民１人
でできること」「市民 2 人以上でできること」「事業者でできること」に区分して明記し
ます。行政の役割分担に該当するものについては、「行政の 4 年間の取組」の項目で示
すこととします。なお、「行政の 4 年間の取組」については、4 年後のまちの実現に結び
付く重点的に取り組む主な取組を掲載します。

基本計画に掲載する項目 ※議決対象 

＜前期基本計画＞ ＜後期基本計画＞

目指すまち ４年後のまち
目標年次を明確化することで、進行管理できる目標に見直す
市民満足度調査で実現度が測れるようシンプルな内容に変更

市民の役割分担 市民１人でできること
市民１人からでもまちづくりに参加できることを示すことで、市
民参画を促進する

地域活動等の役割分担 市民２人以上でできること
市民活動団体だけでなく市民が複数集まればできることを示
すために名称変更

事業者の役割分担 事業者でできること 事業者の積極的な市政参加を期待して名称を変更

行政の役割分担 行政の役割分担は行政の４年間の主な取組に統合

行政の今後５年間の主な取組 行政の４年間の主な取組
計画期間短縮による名称変更
４年後のまちごとに整理
「市民･地域活動等･事業者を支援する取組」と「行政が主体的
に実施する取組」の区分廃止

なお、「指標」については、事業レベルの具体的な指標を、施策の方向性を示す基本

計画に掲載することは相応しくないと考えられること、また、各分野の進捗状況を測る

ために設定したものの、目指す姿の市民実感度と評価が乖離している分野が散見される
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など、必ずしも分野の進捗状況を象徴的に表せていないことから、基本計画には掲載し

ないものとします。

しかしながら、計画を進行管理していく上で、定量的に比較するための指標が必要と

なることから、「現状と課題」と併せて、基本計画とは別に資料として示します。指標

の掲載方法については、実績数値も含めてグラフ化したうえで掲載することとし、従来

の「関連データ」の代替とします。指標以外に関連するデータがある場合は、巻末資料

として掲載することとします。また、実施計画の廃止に伴って、行政が実施する「具体

的な事業」を新たに資料として掲載することとします。

資料として掲載する項目 ※議決対象外 

＜前期基本計画＞ ＜後期基本計画＞

指標 指標

関連データ

現状と課題 現状と課題
本市における現状と問題点、今後取り組んでいかなければな
らない課題を示す

追加 具体的な事業
実施計画廃止に伴い具体的な事業や施策を示す
行政の４年間の主な取組に対応

4年後のまちに対応するように整理
目標値をH30→H29の数値に変更
実績値と目標値をグラフ表示
進行管理が難しいアウトカム指標は、確実に進行管理できるア
ウトプット指標に入替え

（２）基本計画のレイアウト 

前期基本計画では、１分野あたりのページ数を A4 版見開き 2 ページとしていました
が、後期基本計画においても、分かりやすい計画を目指すため、市民や職員が「見やす

い計画書」という視点からも引き続き A4 版見開き 2 ページとし、ページレイアウトを
規格化することとします。

左ページは議会の議決対象となる「基本計画」部分とし、右ページは基本計画を補完

する「資料」部分とします。

規格化に伴って、小分野ごとに掲載する項目は、「４年後のまち」は 3 つまで、「指標」
は 3 つまで掲載するものとします。また、「関連データ」に代わって、全ての指標につ
いて実績値と目標値をグラフ化して掲載するものとします。

後期基本計画では、計画の進行管理を考慮して、行政の取組と指標等については担当

課名を明記することとします。

（３）基本計画の進行管理方法の明確化と見直し 

後期基本計画については、本計画の着実な推進を図るため、前期基本計画と同様、引

き続いて毎年度の予算編成前に PDCA サイクルによる進行管理（モニタリング）を行う
こととし、基本計画の進捗状況を評価・検証するなどの運用管理方法を次のとおり明確

にします。
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第 5 次総合計画では、5 の『まちづくりの目標』を掲げ、25 の『施策の大綱』、51 の
『基本施策』を位置付けており、基本施策に 508 の取組を掲げていますが、進行管理を
行うにあたっては、基本計画を構成する最も基本的な単位である 51 の基本施策につい
て検証します。市民の視点から測る「市民実感度評価」と、定量的・客観的な「客観指

標評価」の 2 つを用い、客観、主観の両面から検証します。また、「行政の主な取組状
況」と併せ、事前に行政内部で進捗状況を検証し、内部評価を実施します。その上で外

部評価委員会（総合計画審議会）において内部評価や検証結果についてヒアリングを行

い、今後の取組の方向性や審議からの意見を付した上で、各分野の進捗状況を最終評価

します。

 総合計画の進行管理方法  

なお、今後も、基本計画の策定にあたっては、基本計画の進行管理（モニタリング）

の結果を反映させることとします。

また、社会経済情勢の変化や時代の潮流の変化に伴って、基本計画の進行管理（モニ

タリング）により、実行中の基本計画そのものを見直すことが必要になった場合に、基

本計画の見直し（オルタレーション）ができるよう、次期基本構想では、見直し手続き

についてあらかじめ明記しておくこととします。

＜行政の内部評価＞ 

市民感度評価と客観的指標評価、市民等の役割分担状況、 

行政の取組状況から総合的に内部評価する。 

＜指標の設定＞ 

各分野の状況を客観的な数値

により表現可能な指標を設定

＜評価の方法＞ 

指標に適した評価方法(達成

度、進捗、推移など)により、５

段階で評価 

＜評価の方法＞ 

各分野の現状について、市民

がどのように感じているかを定

量的に把握し、５段階で評価 

＜調査の内容＞ 

市民の実感から答えやすい質

問によるアンケート調査を実施

市民等の役割分担がどの

程度担えているかの状況 

＜評価の方法＞ 

市民等はアンケート調査し

て５段階で評価。地域活動

等の分担状況は行政の視

点から５段階で評価 

市民実感度評価 

基本施策を検証

 総合評価  

市民等の役割分担状況 事務事業 

まちづくりの目標 <大分野> 

（５項目）

生駒市総合計画審議会において 

最終評価（外部評価）する。 

行政が自らの役割として設

定して実施する取組の進捗

状況 

＜評価の方法＞ 

５段階で達成状況を自己評

価 

 最終評価  

基本施策 <小分野> 

（５１項目） 

施策の大綱 <中分野> 

（２５項目） 

客観指標評価 行政の主な取組状況 
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１ 市民が主役となってつくる、参画と協働のまち

２ 子育てしやすく、だれもが成長できるまち

（２）学校教育の充実 【重点施策】

（３）生涯学習の推進

（４）文化・スポーツ活動の推進

３ 環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち

（３）環境配慮社会の構築 【重点施策】

（４）生活環境の整備

（５）緑・水環境の保全と創出

（１）適切な土地利用の推進

（２）交通ネットワークの整備

（２）地域活動・市民活動の活性化

（３）人権の尊重

（４）健全で効率的な行財政運営の推進 【重点施策】

（１）子育て支援の充実 【重点施策】

（１）まちづくりにおける市民の参画と協働 【重点施策】

９ 総合計画の体系 

①市民協働 【重点分野】

②情報提供・情報公開

①地域活動・市民活動 

①人権 

②男女共同参画 

③多文化共生

①行政経営 

②行政サービス 

③財政 

④職員・行政組織 【重点分野】

①母子保健 

②保育サービス 【重点分野】

③子育て支援 【重点分野】

①幼稚園教育 

②学校教育 【重点分野】

③特別支援教育 

①生涯学習 

②青少年 

①文化活動 

②歴史・伝統文化 

③スポーツ・レクリエーション 

①土地利用 

②住宅環境 

③拠点整備 

①道路 

②公共交通 

①３R（リデュース・リユース・リサイクル）【重点分野】

②環境保全活動 【重点分野】

①生活排水対策 

②公害対策 

③地域美化・環境衛生 

④上水道 

①自然的資源 

②公園・緑化 
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５ 地域の資源と知恵を活かし、にぎわいと活力のあるまち

４ いつでも安全、いつまでも安心して暮らせるまち

（１）地域で助け合い、支え合う仕組みの整備 【重点施策】

（２）健康づくりの推進

（３）医療サービスの充実 【重点施策】

（４）高齢者の生活を支えるサービスの実施

（５）障がい者の生活を支えるサービスの実施

（６）人にやさしい都市環境の整備

（７）地域防災体制の充実

（８）生活の安全の確保

（１）学研都市との連携

（２）農業の振興

（３）商業・工業の振興

（４）観光と多様な交流の促進

①地域福祉活動 【重点分野】

①健康づくり 

①医療 【重点分野】

①高齢者保健福祉 

②社会保障 

①障がい者保健福祉 

①バリアフリー 

①災害対策 

②自主防災 

③消防 

①交通安全 

②防犯・消費者保護 

①学研都市 

①農業 

①企業立地 

②商工業 

①観光・交流 

施策の体系 
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10 後期基本計画の見方 

見開き左ページには、後期基本計画を掲載しています。後期基本計画では、分野ごとに４年後に実現を

目指す具体的なまちの姿を目標として掲げ、かつ、目標に対する市民や事業者それぞれの役割と行政の取

組を示し、どのような状態を目指しているのかが誰にとっても分かりやすいよう、以下の構成としていま

す。 

４年後のまち 
市民や事業者、行政が共

に４年後に実現を目指す

将来の暮らしや、まちの

姿、行動などを示していま

す。 

市民等の役割分担 
「４年後のまち」の実現に

向けて、市民・事業者そ

れぞれの役割を示してい

ます。 

市民の役割分担について

は、市民が１人からでもま

ちづくりに参加してもらえ

るように、１人でも取り組

めること、市民が２人以上

（グループ）で参加できる

ことに区分して示していま

す。 

「市民２人以上でできるこ

と」では、地域でのコミュ

ニティ活動（自治会活動

等）や、ボランティアグル

ープ、ＮＰＯ等での活動や

取組などについて示して

います。 

基本計画の構成 

行政の４年間の主な取組 
後期基本計画の４年間での行政の主な取組を示しています。

市長任期に連動させ、４年後のまちを実現するために、行政

が自らの役割として主体的に実施する取組を示しています。 

用語説明 
分かりにくい用語につい

て説明しています。 

重点分野 
後期基本計画期間において、重

点的に取り組む分野として設定

した分野を表しています。 

4 年後のまちとの対応 
各項目が、どの 4 年後の

まちに対応したものかを

明確にするため、それぞ

れ文頭に 4年後のまちの

番号を付番しています。 
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指標 
「４年後のまち」の実現に向

けて、その達成度合いを測

る「ものさし」で、数値化が

可能な指標として、その分

野で代表的なものを設定し

ています。目指す値は市

民、事業者、行政等が共に

取り組むことで達成する値

で、平成 21 年度から平成

25 年度までの実績値に対

して、後期基本計画の目標

年次である平成 29 年度の

目指す値を示しています。

（「増加」「減少」など、言葉

で示している指標も一部あ

ります。） 

現状と課題 
生駒市における現状と問題点、今

後取組んでいかなければならない

課題を示しています。 

具体的な事業 
行政の４年間の主な取組に

掲げる項目に対応する具

体的に実施を予定している

事業名を示しています。 

ただし、ここに掲載する事業

は、本計画策定時点で想

定している予定事業であ

り、予算措置が整わないこ

と等により、事業が実施で

きない場合や事業名や事

業内容等が変更となる場

合があります。 

関連する主な分野別計画
その分野に関連して策定・

推進している個別の分野別

計画を示しています。 

見開き右ページには、後期基本計画に関する資料を掲載しています。資料では、各分野の現状や課題、

今後４年間で行政が取り組む具体的な事業や、４年後のまちの実現度合いを測る指標を示し、基本計画を

進行管理するために必要な項目を誰にとっても分かりやすいようグラフ等を用いて示しています。 

資料の構成 

4 年後のまちとの対応 
各項目が、どの 4 年後のまちに対応したも

のかを明確にするため、それぞれ文頭に 4

年後のまちの番号を付番しています。 


